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○ 平 成 十 九 年 総 務 省 告 示 第 六 百 五 十 三 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 不 合 理 な 無 線 設 備 を 定 め る 件 ） 新 旧

対 照 表  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

 
 

改 正 案 現    行 

携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム の 陸 上 移 動 局 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 二 に 規 定 す る 携 帯

移 動 地 球 局 又 は イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 （ イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ

Ｓ Ｐ Ｓ 型 に 限 る 。 ） の う ち 携 帯 し て 使 用 す る た め に 開 設 す る 無 線 局

の 無 線 設 備 で あ っ て 、 人 体 頭 部 に 近 接 し た 状 態 に お い て 電 波 を 送 信

す る も の 以 外 の も の 

 

携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム の 陸 上 移 動 局 又 は イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 （ イ ン マ ル サ ッ

ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 に 限 る 。 ） の う ち 携 帯 し て 使 用 す る た め に 開 設 す る 無

線 局 の 無 線 設 備 で あ っ て 、 人 体 頭 部 に 近 接 し た 状 態 に お い て 電 波 を

送 信 す る も の 以 外 の も の 

 

 


